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長
寿
命
時
代
を
迎
え
て
定
年
後
も

夫
婦
二
人
で
暮
ら
す
時
間
も
長
く
な

り
ま
し
た
。
「
配
偶
者
居
住
権
」
は

被
相
続
人
（
亡
く
な
っ
た
人
）
の
配

偶
者
が
自
宅
に
無
償
で
住
み
続
け
ら

れ
る
権
利
を
保
証
す
る
制
度
で
す
。

　
夫
に
先
立
た
れ
た
妻
が
主
に
住
ま

い
や
生
活
資
金
を
確
保
し
や
す
く
す

る
の
が
目
的
で
す
。
通
常
、
夫
の
生

前
は
不
動
産
の
権
利
は
全
て
夫
名
義

の
場
合
が
多
く
、
夫
が
亡
く
な
っ
た

場
合
、
財
産
分
与
が
発
生
し
て
親
子

で
財
産
分
与
を
行
う
わ
け
で
す
が
、

こ
の
場
合
に
妻
が
慣
れ
親
し
ん
だ
自

宅
に
住
み
続
け
た
い
と
希
望
し
て
も

そ
れ
が
叶
え
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
出

て
き
ま
す
。

　
例
え
ば
相
続
人
が
後
妻
と
先
妻
の

子
の
場
合
や
配
偶
者
と
他
の
相
続
人

の
関
係
が
良
好
で
な
い
場
合
な
ど
も

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
相
続
人
の
息

子
が
継
続
し
て
の
居
住
を
許
し
て
い

て
も
、
そ
の
息
子
に
先
立
た
れ
た
場

合
な
ど
も
、
息
子
の
妻
や
子
に
相
続

が
発
生
し
息
子
の
場
合
な
ら
ば
、
自

長
い
老
後
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る「
配
偶
者
」の
住
居
・
生
活
費
を
確
保
す
る
老
後
の
暮
ら
し
。

2
0
2
0
年
創
設
の「
配
偶
者
居
住

権
」の
利
用
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
配
偶
者
居
住
権
」の
利
用

す
る
場
合
の
注
意
点
。

「
配
偶
者
居
住
権
」を
使
う

場
合
の
注
意
点
。

ム
で
は
な
く
、
最
後
ま
で
自
宅
に

住
み
続
け
た
い
と
言
わ
れ
持
ち
家

の
あ
る
長
男
も
母
と
同
居
す
る
考

え
は
な
か
っ
た
の
で
遺
言
で
「
配

偶
者
居
住
権
」
取
得
さ
せ
る
こ
と

に
し
た
そ
う
で
す
。

　
妻
が
自
力
で
生
活
が
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
に
は
、
長
男
が
こ
の

住
宅
を
処
分
し
て
、
最
も
適
切
な

方
法
を
考
え
て
く
れ
る
こ
と
を
話

し
合
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

﹁
配
偶
者
居
住
権
﹂で
老
後
の
住
ま
い
を
確
保
！
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払
っ
て
し
ま
い
妻
が
住
み
続
け
ら
れ

な
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
登
記

は
、
住
居
権
を
持
つ
妻
と
、
所
有
権

を
持
つ
子
が
共
同
で
申
請
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

考
え
た
方
が
家
族
に
と
っ
て
は
賢
明

な
考
え
に
な
り
ま
す
。

　
配
偶
者
と
子
が
相
続
す
る
1
次
相

続
の
場
合
、
相
続
税
が
か
か
ら
な
い

場
合
で
も
、
遺
産
相
続
を
公
平
に
す

る
に
は
、
評
価
額
を
知
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
配
偶
者
居
住
権
の
評
価
は

建
物
と
土
地
の
評
価
や
建
物
の
築
年

数
、
配
偶
者
の
年
齢
な
ど
が
手
掛
か

り
に
な
る
複
雑
な
計
算
が
必
要
な
た

め
に
税
理
士
な
ど
の
専
門
家
に
依
頼

す
る
の
が
現
実
的
で
す
。

　
登
記
後
も
配
偶
者
居
住
権
は
、
放

棄
し
た
り
解
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま

す
が
、
配
偶
者
が
亡
く
な
る
ま
で
権

利
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
基
本
で
、

生
前
に
居
住
権
を
放
棄
し
た
り
、
子

も
合
意
の
上
で
居
住
権
を
解
除
す
る

場
合
は
「
妻
か
ら
子
に
贈
与
が
あ
っ

た
と
み
な
さ
れ
、
子
に
贈
与
税
が
課

税
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
考
え
ら
れ
る
ケ
ー

ス
は
、
妻
が
老
人

ホ
ー
ム
に
入
居
す
る

な
ど
し
て
資
金
が
必

要
に
な
り
、
自
宅
の

売
買
が
必
要
に
な
る

ケ
ー
ス
で
す
。
当
然
、

配
偶
者
居
住
権
が
設

定
さ
れ
さ
れ
た
ま
ま

の
自
宅
は
売
却
が
難

し
く
な
り
ま
す
が
、

配
偶
者
居
住
権
は
自

宅
に
居
住
し
な
く

な
っ
て
も
持
ち
続
け

ら
れ
ま
す
か
ら
税
金

の
面
か
ら
は
な
る
べ

く
居
住
権
を
手
放
さ

な
い
で
済
む
方
法
を

　
配
偶
者
の
保
護
を
目
的
と
す
る
制

度
の
た
め
「
配
偶
者
本
人
が
亡
く

な
っ
た
場
合
権
利
は
消
滅
す
る
。
」

そ
の
た
め
配
偶
者
が
亡
く
な
っ
た
場

合
の
2
次
相
続
で
は
、
居
住
権
は
課

税
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
夫

の
遺
産
が
自
宅
6
0
0
0
万
円
と
預

金
2
0
0
0
万
円
で
、
配
偶
者
居
住

権
を
使
わ
ず
妻
と
子
1
人
で
半
分
ず

つ
（
自
宅
3
0
0
0
万
＋
預
金
１

0
0
0
万
円
）
を
相
続
し
た
場
合
、

こ
の
1
次
相
続
の
時
に
小
規
模
宅
地

特
例
な
ど
で
相
続
税
が
か
か
ら
ず
、

そ
の
後
も
財
産
額
が
変
化
し
な
か
っ

た
場
合
、
2
次
相
続
で
は
、
妻
が
相

続
し
た
4
0
0
0
万
円
分
が
課
税
対

象
と
な
る
。
基
礎
控
除
3
6
0
0
万

円
（
3
0
0
0
万
円
＋
6
0
0
万
円

X
法
定
相
続
人
数
の
1
人
）
を
上
回

り
相
続
税
が
か
か
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
1
次
相
続
で
配
偶

者
居
住
権
を
使
い
妻
が
配
偶
者
居
住

権
2
5
0
0
万
円
と
貯
金
1
0
0
0

万
円
、
子
が
家
の
所
有
権
3
5
0
0

万
円
と
預
金
5
0
0
万
円
を
相
続
し

た
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
2
次
相
続

で
の
課
税
対
象
は
預
金
1
5
0
0
万

円
だ
け
な
の
で
相
続
税
は
か
か
り
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
「
制
度
の
趣
旨

に
そ
ぐ
わ
な
い
節
税
対
策
」
の
側
面

も
あ
り
ま
す
が
、
で
き
る
な
ら
ば
趣

旨
に
沿
っ
た
配
偶
者
の
幸
せ
を
考
え

る
「
配
偶
者
居
住
権
」
と
し
て
考
え

て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
松
下
隆
建
設
は
、
皆
様
の
幸
せ
を

考
え
る
住
宅
づ
く
り
を
心
が
け
て
い

ま
す
。
ご
夫
婦
の
老
後
を
考
え
る

「
つ
い
の
住
処
」
に
つ
い
て
も
是
非
、

ご
用
命
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

宅
に
住
ま
い
続
け
る
こ
と
を
許
さ
れ

て
も
、
息
子
の
妻
や
子
の
場
合
、
許

さ
れ
な
く
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
か

ら
で
す
。

　
被
相
続
人
で
あ
る
夫
の
遺
言
が
あ

る
場
合
の
例
。

　
「
妻
に
老
後
の
住
ま
い
に
つ
い
て

の
希
望
を
聞
い
た
と
こ
ろ
老
人
ホ
ー
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□住宅に関する資料等もフリーダイヤルにてご請求下さい。
　資料等をお送り致します。 0120 -079 -089

鹿児島の気候に適した高気密・高断熱と「循環空
調」システムの「和」をイメージしたモデルハウス
第二弾です。一般家庭用のリビングサイズのエアコ
ンで室内空間のすべてが温度差なく、一年中を快適
に過ごせます。
高性能樹脂サッシと24時間計画換気で、結露の発生
を防ぎ、家族の健康と住宅の高耐久性を実現しまし
た。
ZEH基準を標準クリアした外皮性能とハウス・オ
ブ・ザ・イヤー2013で大賞を受賞した公的にも認
められた施工技術の粋。外装、内装共にこれまでの
松下孝建設とは少し違う趣を感じてください。

鹿児島市 和楽Ⅱ展示場 好評公開中！ 粋空間
プロジェクト

SU I

■配偶者居住権を利用する際の注意点

■配偶者居住権を利用する仕組みや条件例

■配偶者居住権を使う例

鹿児島市中山町 和楽Ⅲ 建築中！粋空間
プロジェクト

SU I 2023年
OPEN予定(鹿児島市中山町1578-1 付近)

寿
命
百
年
時
代
を
迎
え
、定
年
後
も
夫
婦
で
老
後
を
過
ご
す
時
間
が
格
段
に
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。

●妻が生前に居住権を放棄すると子に贈与性がかかる可能性がある

●登録しないと第三者に権利を主張できない

●居住権の評価では専門家の協力が必要

●権利の発生は、2020年 4月 1日以降に発生した相続から

　
遺
言
や
遺
産
分
割
協
議
で
配
偶
者

が
居
住
権
を
取
得
し
た
場
合
は
、
法

務
局
（
登
記
所
）
で
居
住
権
の
設
定

登
記
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
怠
っ
て
し
ま
う
と
「
第
三
者
に

権
利
を
主
張
す
る
」
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
登
記
を
し
な
い
場
合
、
例
え

ば
、
子
供
が
建
物
の
所
有
権
を
売
り

「
配
偶
者
居
住
権
」も
相
続
税
の
課
税

対
象
の
た
め
価
値
の
計
算
が
必
要
。

「
配
偶
者
居
住
権
」の
利
用
拡
大
は

相
続
税
の
節
税
対
象
も
あ
る
。

夫の生前
不動産の権利は
全て夫

夫の死亡

夫の遺産(計4000万円)を妻と子1人で２分の１ずつ分けるケース

権利を分離

相続
権利を分けて取得

配偶者が住む権利

売却する権利など

妻

子

妻 子

妻 子

利用できる人

対象の自宅

権利の取得

被相続人の配偶者

被相続人が所有・共有し、
亡くなった時点で配偶者が居住

遺産分割や遺言による

自宅(評価額3000万円) 預貯金
1000万円

自宅
1500万円

預貯金
500万円

①均等に分ける

自宅
1500万円

預貯金
500万円

住む場所はあるが、生活資金に不安が残る

(妻が亡くなれば消滅) 預貯金はゼロ

預貯金
1000万円

②配偶者居住権を使う

自宅の所有権2000万円

自宅に住み続けられ、生活資金も確保

配偶者居住権
1000万円


